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会議結果概要 

１ 会 議 名 称 浜見平グラウンドの利用等に係る意見交換会 

２ 開 催 日 時 令和４年８月２７日（土） １９時００分から１９時５０分まで 

３ 開 催 場 所 浜見平団地中央集会所 洋室１及び２ 

４ 出 席 者 市民参加 １１名 

市 職 員  ５名【拠 点 整 備 課】大川課⾧、五十嵐課⾧補佐、和田主任 

        【スポーツ推進課】佐藤課⾧ 

        【公 園 緑 地 課】細部課⾧補佐 

５ 配 布 資 料 「浜見平グラウンドの利用等に係る意見交換会」説明資料 

６ 議 題 ⑴ 浜見平グラウンドの再整備について 

⑵ 浜見平グラウンドにおける管理運営について 

⑶ その他 

７ 概   要  令和５年春頃の完成を目指し、ＵＲ都市機構によって再整備が行われている浜見

平グラウンドについて、再整備される経緯、整備内容、管理運営方法等における市

の基本的な考え方を示し、意見交換を行った。 

その後、事務連絡等として、市ホームページにて情報発信している旨を説明した。

意見交換会での主な意見については、以下のとおり。 

８ 主 な 意 見 参加者） 資料２ʷ１ʷ１「施設について」について、地域ヒアリングされたとの

ことだが、周辺自治会、関係団体等が対象という認識でよいか。 

市） 地域ニーズ把握のため、地元のまちぢから協議会、自治会及び体育振興

会、従前グラウンドの利用者からご意見を頂戴しました。 

 

参加者） ブランチ茅ヶ崎のテナント等も利用対象者に含まれるのか。 

市） 自由利用の際に個人で利用されるのであれば問題ないのですが、団体と

して利用される場合には、一定の条件のもと事前登録を行い、日程調整会

議への出席など、運営委員会に参加いただくことになると思います。 

 

参加者） 少年野球で従前のグラウンドを利用していた。今後、細かな運用は運営

委員会などで詰めていくのだと思うが、現段階で、団体登録を希望する団

体数を把握されているのであれば、可能な範囲で教えてほしい。 

市） 現段階で具体的に登録希望団体を募っている訳ではございません。今後、

運営委員会などが立ち上がる過程で、安全面や周辺環境に配慮しつつ利用

種目や利用方法を定めていくことになると思います。 

 

参加者） 施錠管理は行うのか。 

市） 開場時間以外は、施錠します。 
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参加者） グラウンドは都市公園の施設なのか。また、施設の利用用途を踏まえる

と、名称は「グラウンド」ではない名称の方がよいのではないか。 

市） 公園の設備、施設という考え方ではないので、施設名称についても多目

的広場など、別の名称も含めて今後検討していきたいと思います。 

 

参加者） 他のスポーツ広場とは異なり、本施設には自由利用があるとのことだが、

団体利用と自由利用が混在すると危険が生じるため、調整が必要ではない

か。 

市） 団体利用される際は、予約利用を前提としており、一般の方の利用はご

遠慮いただくというのが基本的な考え方です。そのため、利用日程につい

ては事前にご確認いただけるようにしたいと考えています。また、土日に

一般の方が全く使えないということがないよう、土日の一定の枠には予約

を入れない等の工夫も必要ではないかと感じています。 

 

参加者） 自由利用していたのに団体利用の時間になったので、退場してください

と言うことは難しいのではないか。小競り合いになるのではないか。 

市） 利用日程や利用ルールについて周知を行い、運用していくことになると

考えています。最初のうちは、多少混乱があるかもしれませんが、定着し

てくれば、その点は解消されていくのではないかと思います。 

 

参加者） 団体登録可能な範囲について、浜見平地区の団体のみなのか、市民から

構成される団体であればよいのか。 

市） 登録要件は未確定ですが、現段階において、浜見平地区に限定するとい

う考え方はございません。また、基本的には運営委員会に所属していただ

き、運営委員会の業務を担っていただくことになろうかと思います。これ

らの内容についても、今後詰めていきたいと思います。 

 

参加者） 参考までに円蔵スポーツ広場、小出暫定スポーツ広場の予約状況を伺い

たい。 

市） 現在、スポーツ広場は、２施設のみをご利用いただいている状況ですの

で、予約が取りにくい状況であることは認識しています。また、スポーツ

広場の登録要件は、責任者を有し、市内に在住、在勤、又は在学している

１０人以上の者で構成されるスポーツ・レクリエーション活動を目的とし

た団体としています。 
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参加者） 資料２ʷ３「利用方法について」の事例に、友人たちとサッカーしたい

場合は、自由利用と記載されている。サッカーと記載すると周囲に危険を

及ぼす可能性があるので、その点は注意した方がよい。 

市） 参考にさせていただきます。本施設を安全にご利用いただくため、一定

の利用ルールが必要であると認識しています。また、適切な利用が図られ

るよう確認・見守り等が行われるようにしたいと考えています。 

 

参加者） 今後のスケジュールについて、知りたい。 

市） 令和５年春頃の完成を目指しています。年内には防球ネットのポールが

建柱される予定です。まずは、運営委員会立ち上げの前身となる、準備会

の立ち上げが必要であると考えています。なお、今後につきましても、引

き続きホームページ等で情報発信を行っていきたいと思います。 

 

参加者） サッカーゴールの設置は難しいのかもしれませんが、使用しない時は端

に寄せて施錠する等して対応できないか等も含め、検討してほしい。また、

現地に掲示板や怪我の初期対応に必要な水場は整備されるのか。加えて、

夜間の防犯上の観点から、外灯等の設置はあるのか。 

市） サッカーゴールについては、今後調整させてください。また、グラウン

ド入口付近には掲示板が設置される予定ですので、利用日程や利用ルール

について掲示したいと考えています。水場については、グラウンド内には

防塵対策として散水栓が設置され、グラウンド東側にはトイレが新設され

る予定です。なお、グラウンドは原則、催事等による夜間利用を除き、午

前９時から午後５時までの開場時間を想定しているため、夜間照明は設置

せず、施錠管理することを考えています。 

 


